
平成２３年度第２７回人事委員会開催概要

１ 開催日時 平成２４年３月３０日（金）午前９時から

２ 開催場所 人事委員会室

３ 出 席 者 委員長 市木 重夫

委 員 宮崎 君武

委 員 田中 雅代

事務局長ほか関係職員

４ 議事概要

審議事項

（１）平成２４年３月２５日審議済み人事委員会規則等の廃案について

平成２４年３月滋賀県議会臨時会において、会第４号「滋賀県職

員等の給与に関する条例の一部を改正する条例案」および会第５号

「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案」が否決されたことにより、平成２４年３月２５日審議済み人事

委員会規則等を廃案にしようとするもので、事務局から説明があり、

異議なく了承された。

（２）人事委員会規則の一部改正について

平成２４年３月２５日審議済み人事委員会規則等が廃案とされた

ことにより、人事委員会規則の一部改正について、事務局から説明

があり、質疑の後、了承された。

①管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則案

②滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理

職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則案

③職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則案

④職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規

則案

⑤職員の級別職務に関する規則の一部を改正する規則案

⑥職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則案

⑦職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則案

⑧滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正

する規則案

⑨職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則案

⑩滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を

改正する規則案

⑪職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案

⑫滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部

を改正する規則案

（３）人事委員会告示の一部改正について

平成２４年３月２５日審議済み人事委員会規則等が廃案とされた

ことにより、事務局から説明があり、了承された。

①給料表の適用範囲に関する規則第３条から第６条までの規定に

基づく機関および職指定の一部改正案


